
～ な つ か し の 一 枚 写 真 ～

昭和45 年に林業構造改善事業の一環として結成さ
れた河原シイタケ組合の皆さんの写真です。現在は向津
具にシイタケ組合があるそうですが、当時は町内各地で
シイタケが盛んに栽培されていたようです。

陶 芸 教 室

11 月25 日（水）、川尻保育所で陶芸教室が行
われました。川尻陶芸クラブの方々の指導の下、園
児より保護者の方が夢中になりながら、園児と仲良
く花瓶や灰皿などを作りました。
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十
二
月
八
日
（
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）
、
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。
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パ
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や
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な
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の
税

●
所
得
税

【
パ
ー
ト
収
入
】

パ
ー
ト
収
入
は
、
通
常
、
給
与

所
得
に
な
り
ま
す
。従
っ
て
、パ
ー

ト
の
年
収
が
百
三
万
円
以
下
で
す

と
給
与
所
得
控
除
額
（
最
低
六
十

五
万
円
）
を
差
し
引
い
た
残
額
が

基
礎
控
除
の
額
（
三
十
八
万
円
）

以
下
と
な
り
ま
す
の
で
、
所
得
税

は
か
か
り
ま
せ
ん
し
、
夫
に
つ
い

て
は
配
偶
者
控
除
を
受
け
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

【
内
職
な
ど
の
収
入
】

内
職
な
ど
の
収
入
は
、
収
入
か

ら
必
要
経
費
を
差
し
引
い
た
残
り

が
事
業
所
得
ま
た
は
雑
所
得
に
な

り
ま
す
。

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
に
も
あ

て
は
ま
る
人
に
つ
い
て
は
、
必
要

経
費
と
し
て
六
十
五
万
円
（
収
入

金
額
が
限
度
で
す
。
）
を
差
し
引

く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①
家
内
労
働
者
、
外
交
員
、
集
金

人
、
電
力
量
計
の
検
針
人
ま
た

は
特
定
の
人
に
対
し
て
継
続
的

に
労
務
の
提
供
を
す
る
人
。

②
事
業
所
得
お
よ
び
雑
所
得
の
必

要
経
費
と
給
与
所
得
の
収
入
金

額
の
合
計
が
六
十
五
万
円
に
満

た
な
い
人
。

従
っ
て
、
収
入
が
内
職
だ
け
の

場
合
は
、
パ
ー
ト
収
入
と
同
様
に

年
収
が
百
三
万
円
以
下
で
す
と
所

得
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
し
、
配
偶

者
控
除
を
受
け
る
こ
と
も
で
き
ま

す
。

●
住
民
税

パ
ー
ト
や
内
職
（
家
内
労
働
者

等
）
の
年
収
が
九
十
九
万
円
以
下

で
す
と
給
与
所
得
、
事
業
所
得
、

雑
所
得
の
金
額
が
住
民
税
の
非
課

税
限
度
額
（
三
十
四
万
円
）
以
下

と
な
り
ま
す
の
で
、
住
民
税
も
か

か
り
ま
せ
ん
。
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